
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年５月に成立した年金制度改正法により、受給開始時期の選択肢が拡大されることとなりました。2022

年４月以降に70歳を迎える人から、繰下げ受給による年金開始時期の選択肢が現行の70歳から75歳までに拡大

されます。 

 人生100年時代を迎え、平均寿命も働く期間も長くなってきています。繰下げ受給を選択すると、年金額は繰

下げ１ヵ月あたり0.7％増額され、75歳０ヵ月まで繰り下げると84.0％の増額となります。もちろん、せっかく

増額が見込まれても長生きできずに受給期間が短くなってしまうリスクもありますが、長生きして老後の必要資

金が膨らむリスクも大きく、年金額が増えることは老後の安心につながります。 

 60歳を超えて働き続ける人が増えているなか、長い老後に備えてできるだけ安定した経済基盤を築くために

も、目先の年金にとらわれることなく繰下げ受給を選択して、年金額を増やすことも検討してみてはいかがで

しょうか。 

 

【60歳以上で働く人の割合は年々増加】 

 2013年４月に高年齢者雇用安定法が改正され、希望する雇用者全員の65歳までの継続雇用が義務付けられま

した。こうした制度的なバックアップもあり、長くなる老後に備えて60歳以上でも働き続ける人が増えています。 

総務省の「労働力調査」によれば、60歳以上で働く人の年齢別割合は年々増加しており、2020年現在、60～64

歳で働く人は同年代の70％超、65歳で約50％、70歳以上で20％近くとなっています（図１）。こうした状況も

年金だけに頼らない生活を可能とし、老齢年金の受給開始時期について選択の拡大を可能にしています。 

 

＜図１＞ 年齢階級別労働力人口比率の推移 
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【繰下げ受給を選択すると年金は70歳0ヵ月で1.42倍、75歳0ヵ月で1.84倍に】 

 繰下げ受給を選択すると、年金額は繰下げ１ヵ月につき0.7％増額されます。そうすると、70歳０ヵ月に繰り

下げると42.0％、75歳０ヵ月に繰り下げると84.0％の増額となります（表１）。 

 いったん繰下げ受給を選択すると変更したり元に戻すことはできませんから、選択した年齢まで年金を受けな

くても生活に支障が出ないか、試算により確認したうえで選択しましょう。 

 

＜表１＞ 繰下げ受給で選択時期による増額率（％） 

 0ヵ月 1ヵ月 ２か月 ３カ月 ４カ月 ５カ月 ６カ月 ７カ月 ８カ月 ９カ月 10か月 11カ月 

66歳 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 11.9 12.6 13.3 14.0 14.7 15.4 16.1 

67歳 16.8 17.5 18.2 18.9 19.6 20.3 21.0 21.7 22.4 23.1 23.8 24.5 

68歳 25.2 25.9 26.6 27.3 28.0 28.7 29.4 30.1 30.8 31.5 32.2 32.9 

69歳 33.6 34.3 35.0 35.7 36.4 37.1 37.8 38.5 39.2 39.9 40.6 41.3 

70歳 42.0 42.7 43.4 44.1 44.8 45.5 46.2 46.9 47.6 48.3 49.0 49.7 

71歳 50.4 51.1 51.8 52.5 53.2 53.9 54.6 55.3 56.0 56.7 57.4 58.1 

72歳 58.8 59.5 60.2 60.9 61.6 62.3 63.0 63.7 64.4 65.1 65.8 66.5 

73歳 67.2 67.9 68.6 69.3 70.0 70.7 71.4 72.1 72.8 73.5 74.2 74.9 

74歳 75.6 76.3 77.0 77.7 78.4 79.1 79.8 80.5 81.2 81.9 82.6 83.7 

75歳 84.0  

 

【75歳0ヵ月で老齢基礎年金額は1,436,856円に】 

 通常、65歳で老齢年金を受け始めると、老齢基礎年金は年額（満額）で780,900円（2021年度年金額）です。

実際に繰下げ受給を選択するとどれくらい増えるのか試算してみます（表２）。１ヵ月繰り下げると年額5,466円

の増額、１年（12ヵ月）繰り下げると約65,600円の増額になりますから、１年繰下げるだけでも年金額はかな

り違ってくることがわかります。65歳から老齢厚生年金も受けられる人はこちらも同率（繰下げ１ヵ月あたり

0.7％）で繰り下げることができます。 

 

＜表２＞ 繰下げ受給で選択時期による年金額（老齢基礎年金）（円）                    ※満額の場合 

 0ヵ月 1ヵ月 ２か月 ３カ月 ４カ月 ５カ月 ６カ月 ７カ月 ８カ月 ９カ月 10カ月 11カ月 

65
歳 

780,900  

66

歳 
846,496 851,962 857,428 862,895 868,361 873,827 879,293 884,760 890,226 895,692 901,159 906,625 

67
歳 

912,091 917,558 923,024 928,490 933,956 939,423 944,889 950,355 955,822 961,288 966,754 972,221 

68
歳 

977,687 983,153 988,619 994,619 999,552 1,005,018 1,010,485 1,015,951 1,021,417 1,026,884 1,032,350 1,037,816 

69

歳 
1,043,282 1,048,749 1,054,215 1,059,681 1,065,148 1,070,614 1,076,080 1,081,547 1,087,013 1,092,479 1,097,945 1,103,412 

70
歳 

1,108,878 1,114,344 1,119,811 1,125,277 1,130,743 1,136,210 1,141,676 1,147,142 1,152,608 1,158,075 1,163,541 1,169,007 

71
歳 

1,174,474 1,179,940 1,185,406 1,190,873 1,196,339 1,201,805 1,207,271 1,212,738 1,218,204 1,223,670 1,229,137 1,234,603 

72

歳 
1,240,069 1,245,536 1,251,002 1,256,468 1,261,934 1,267,401 1,272,867 1,278,333 1,283,780 1,289,266 1,294,732 1,300,199 

73
歳 

1,305,665 1,311,131 1,316,597 1,322,064 1,327,530 1,332,996 1,338,463 1,343,929 1,349,395 1,354,862 1,360,328 1,365,794 

74
歳 

1,371,260 1,376,727 1,382,193 1,389,659 1,393,126 1,398,592 1,404,058 1,409,525 1,414,991 1,420,457 1,425,923 1,434,513 

75

歳 
1,436,856  
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◎繰下げ受給で気をつけたいこと 

⚫ 受給資格期間を満たした時点から１年経過後に繰下げ請求できます。65歳に達した日以降に老齢年金

の受給資格期間を満たした人は、満たした時点から１年経過後に繰下げ請求をすることができます。 

⚫ 65歳に達した日から66歳に達した日までの間に遺族基礎年金または遺族厚生年金、障害厚生年金の受

給権が発生した人は繰下げできません。 

⚫ 生年月日に応じて受けることができる「特別支給の老齢厚生年金」は繰下げできません。65歳になって

老齢厚生年金を受けるようになれば繰り下げることができます。 

⚫ 加給年金額（配偶者の加給年金、子の加給年金）は繰下げしても増額できません。また、繰下げ待機期

間中に加給年金額だけを受け取ることはできません。 

⚫ 老齢厚生年金の振替加算は繰下げしても増額できません。また、繰下げ待機期間中に振替加算だけを受

けることはできません。 

⚫ 老齢基礎年金と老齢厚生年金はそれぞれの別に繰下げ時期を選択することができます。 

⚫ 60～65歳までに在職していた場合は、在職老齢厚生年金による調整されたであろう年金額は増額の対

象になりません。 

⚫ 老齢基礎年金の付加年金は同率で繰り下げることができます。 

⚫ 手続き後の変更や取り消しはできません。一度決まった年金額を生涯受け続けることになります。 

⚫ 繰下げの請求は遺族が代わって行うことはできません。 

 

 

【長生きリスクを考える】 

 日本人の平均寿命は男性81.41年、女性87.45年です（厚生労働省「2019年簡易生命表」より）。ただし、「人

生100年時代」といわれるように、多くの人が平均寿命より長生きしているのが現状です。長生きすれば、それ

だけ生活や医療、介護などにかかる費用が増大します。 

 総務省の「2020年家計調査」によると、65歳以上の高齢者（無職・単身）の１ヵ月の消費支出額は133,146

円、非消費支出額は11,541円で、合計すると生活費として１ヵ月あたり少なくても144,687円（年間約174万円）

が必要になります。 

 65歳で退職したと仮定して、そこから生活費だけでどれくらい必要になるか計算してみましょう（表３）。こう

した生活費以外に医療や介護に費用がかかることもあります。65歳で就労収入がなくなったときに、通常の年金

プラス預貯金の取り崩しだけで将来の生活に不安はありませんか？ 

 

＜表３＞ 平均寿命より長生きした場合の生活費（試算） 

 平均寿命まで 
平均寿命より 
５年長生き 

平均寿命より 
10年長生き 

平均寿命より 
15年長生き 

男性（65歳・単身） 28,491,764円 37,172,984円 45,854,204円 54,535,424円 

女性（65歳・単身） 38,978,678円 47,659,898円 56,341,118円 65,022,338円 

※上記の数値は、あくまでも平均的な家計から算出した目安です。 

 

【それぞれのライフプランに応じて考える】 

 世帯の構成や収入状況、資産など、ライフスタイルは人それぞれです。ですから、繰下げ受給を選択するのか、

選択するとしたらどれくらい繰り下げるのか、個々のライフプランに応じて考えることが大切です。その際、生

涯の収支は必ず試算してみましょう。 
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◎繰上げ受給を選択することも 

 収入の状況等によっては繰上げ受給（60歳0ヵ月～64歳11ヵ月）を選択する人もあるでしょう。繰上げ

受給をすると、繰上げ１ヵ月ごとに年金額は0.5％減額されます。65歳で受けられる年金を60歳0ヵ月ま

で繰上げると30％の減額となります（2021年度の年金額で234,270円の減額）。 

 2020年5月に成立した年金制度改正法により、2022年4月から減額率が0.4％に緩和される予定です。

60歳0ヵ月まで繰り上げると24％の減額となります（2021年度の年金額で187,416円の減額）。 

 繰上げ受給もいったん決まった額を変更したり元に戻すことはできませんから、やはり事前に試算して

おくことが大切です。 
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